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国
保
税
の
税
率
が
上
が
り
ま
し
た

医
療
の
高
度
化
や
生
活
習
慣
病

の
増
加
、
国
保
加
入
者
の
高
齢
化

に
よ
り
表
１
の
と
お
り
医
療
費
は

年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

医
療
費
の
伸
び
に
対
応
す
る
た

め
、
今
年
度
か
ら
表
２
の
と
お
り

国
保
税
率
を
改
正
し
ま
し
た
。
安

定
し
た
国
保
財
政
の
運
営
の
た

め
、
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
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国保だより�国保だより�

加
入
者
み
ん
な
で
助
け
合
う
国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
な
い
７４
歳
ま
で
の
人
が
、
病
気
や
け
が
を

し
た
と
き
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
た
め
の
制
度
で
す
。

皆
さ
ん
が
納
め
る
国
保
税
は
、
こ
う
し
た
医
療
費
や
出
産
・
死
亡
時
の
給
付
金
な
ど
の
大
切
な
財
源
に
な
っ
て

い
ま
す
。

30,72430,724円�30,724円�

335,500335,500円�335,500円�

※（ ）内は平成２１年度の税率と課税限度額。
※医療分･後期高齢者支援分･介護分の合計額（所得割額＋資産割額＋均等割額＋平
等割額）が、年間の国保税額となります。
※課税限度額とは、税額の上限のことです。例えば医療分の算定をした時に、その
額が５０万円を超える場合は、５０万円が医療分の税額となります。
※６５歳以上の人には、介護分に代わり介護保険料が賦課されます。

【税額の比較例】
父５６歳（所得額１５０万円、固定資産税３万円）、母５４歳（所得額０円）、子２３歳（所得

額０円）の３人が国保に加入している世帯の国保税

表２　平成２２年度の税率と課税限度額

表１　年々増加している一人当たりの医療費

納
税
通
知
書（
納
付
書
）で
納
め

る
場
合

納
付
書
は
世
帯
主
に
届
き
ま
す

今
月
中
旬
に
、
世
帯
主
あ
て
に

納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

納
期
は
次
の
と
お
り
で
す
。

納
付
は
便
利
で
安
心
、
確
実
な

口
座
振
替
を

納
付
書
に
よ
る
納
付
を
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

希
望
す
る
人
は
、
金
融
機
関
に

通
帳
・
通
帳
印
・
納
付
書
を
持
参

し
、
口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

納　期　限
第１期 ８月２日
第２期 ８月３１日
第３期 ９月３０日
第４期 １１月１日
第５期 １１月３０日
第６期 １２月２７日
第７期 来年１月３１日
第８期 来年２月２８日

区　分 医　療　分 後期高齢者
支援分

介　護　分
（４０歳～６４歳の人）

所得割額の税率
［前年中の所得に応じて計算］

６．２％）
（５．６％）

２．３％）
（２．１％）

２．２％）
（１．９％）

資産割額の税率
［今年度の固定資産税額に応じて計算］ １０．０％） １．０％） １．０％）

均等割額
［加入者一人あたり］

２２，９００円）
（２０，０００円）

８，０００円）
（７，０００円） ８，２００円）

平等割額
［一世帯あたり］

２２，３００円）
（１９，４００円） ７，０００円） ６，４００円）

課税限度額 ５００，０００円）
（４７０，０００円）

１３０，０００円）
（１２０，０００円） １００，０００円）

平成１７年度
からの医療
費の増加分

平成22年度の国保税額(年額)

２７３,５００円
平成21年度の国保税額(年額)

２４６,０００円 ⇒
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年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴

収
）の
場
合

国
保
加
入
者
全
員
が
６５
歳
〜
７４

歳
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
国
保
税

を
世
帯
主
の
年
金
か
ら
天
引
き
し

て
い
ま
す
。
天
引
き
は
、
年
金
支

給
月
の
６
回
に
分
け
て
行
い
ま

す
。た

だ
し
、
次
の
場
合
は
天
引
き

さ
れ
ま
せ
ん
。
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

１

世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
な

い
場
合

２

世
帯
の
国
保
加
入
者
の
中

に
、
今
年
度
中
に
７５
歳
に
な
る

人
が
い
る
場
合

３

世
帯
主
の
天
引
き
の
対
象
と

な
る
年
金
の
年
額
が
、
１８
万
円

未
満
の
場
合

４

介
護
保
険
料
と
国
保
税
の
合

計
が
、
天
引
き
の
対
象
と
な
る

年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る

場
合

特
別
徴
収
の
仮
徴
収
と
本
徴
収

国
保
税
額
は
、
前
年
度
所
得
が

確
定
す
る
６
月
以
降
で
な
け
れ
ば

決
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
次

の
よ
う
な
特
別
徴
収
を
行
い
ま
す
。

４
月
・
６
月
・
８
月（
仮
徴
収
）

国
保
税
の
見
込
み
額
と
し
て
、

前
年
度
の
第
６
期（
２
月
分
）と
同

じ
額
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

１０
月
・
１２
月
・
２
月（
本
徴
収
）

確
定
し
た
国
保
税
額
か
ら
、
仮

徴
収
し
た
額
を
差
し
引
い
た
残
り

の
金
額
を
３
回（
１０
月
・
１２
月
・
来

年
２
月
）に
分
け
て
天
引
き
し
ま

す
。

※
年
間
の
国
保
税
額
と
１０
月
以
降

の
天
引
き
額
に
つ
い
て
は
、
今
月

中
に
通
知
し
ま
す
。

※
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納

付
を
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、

税
制
収
納
課
で
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。軽

減
制
度（
申
請
は
不
要
）

１

前
年
の
所
得
額
が
一
定
の
基

準
を
下
回
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

の
判
定
基
準
に
従
い
、
均
等
割

額
と
平
等
割
額
が
、
７
割
、
５

割
、
ま
た
は
２
割
減
額
さ
れ
ま

す
。
所
得
申
告
の
必
要
が
あ
る

人
が
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合

は
軽
減
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

２

国
保
世
帯
の
一
部
の
人
が
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
切
り

替
わ
っ
た
場
合
、
５
年
間
は
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
っ
た

人
を
含
め
て
軽
減
判
定
を
行
い

ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
際
、
国
保

加
入
者
が
一
人
に
な
る
場
合

は
、
世
帯
構
成
や
加
入
者
数
に

変
更
が
な
い
限
り
、
平
等
割
額

が
５
年
間
、
半
額
に
な
り
ま
す
。

※
７４
歳
の
人
は
、
７５
歳
の
誕
生
日

の
前
日
ま
で
。

更
新
を
忘
れ
ず
に

（
手
続
き
が
必
要
）

現
在
交
付
し
て
い
る
、
限
度
額

適
用
認
定
証
と
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
今
月
末
で
す
。

対
象

国
保
加
入
者
で
、
入
院
中

ま
た
は
入
院
す
る
予
定
の
あ
る

人（
高
齢
受
給
者
証
を
持
つ
市

民
税
課
税
世
帯
の
人
を
除
く
）

有
効
期
間

８
月
１
日
〜
来
年
７

月
３１
日

手
続
き
の
方
法

保
険
証
と
印
鑑

を
持
参
し
、
８
月
２
日（
月
）か

ら
、
保
険
医
療
課
ま
た
は
各
支

所
の
地
域
振
興
課
へ

※
入
院
日
数
が
過
去
１
年
間
に
９０

日
を
超
え
る
人
は
、
医
療
機
関
の

領
収
書
ま
た
は
入
院
期
間
証
明
書

な
ど
の
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
医
療
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
０
５
０
）、

市
民
税
課（
1
０
８
４
８
^7
６

０
３
１
）、
税
制
収
納
課（
1

０
８
４
８
^7
６
０
３
４
）

解
雇
や
倒
産
な
ど
で
職
を
失
っ
た

人
の
軽
減
制
度（
申
請
が
必
要
）

平
成
２１
年
３
月
３１
日
以
降
に
、

解
雇
や
倒
産
、
雇
い
止
め
な
ど
に

よ
り
離
職
し
た
６５
歳
未
満
の
人
に

は
、
国
保
税
の
軽
減
制
度
が
あ
り

ま
す
。

※
詳
細
は
、
今
月
中
旬
に
送
付
す

る
納
付
書
に
同
封
し
て
い
る
チ
ラ

シ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

減
免
制
度（
申
請
が
必
要
）

１

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
に
加

入
し
て
い
る
人
が
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
り
、
そ
の
被

扶
養
者（
６５
歳
〜
７４
歳
）が
新
た

に
国
保
に
加
入
す
る
場
合
、
申

請
に
よ
り
国
保
税
の
減
免
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
国
保
加
入
時
に

申
請
す
れ
ば
、
国
保
税
の
所
得

割
額
と
資
産
割
額
が
免
除
さ
れ

る
と
と
も
に
、
被
保
険
者
一
人

当
た
り
の
均
等
割
額
が
半
額
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
被
保
険

者
が
一
人
の
場
合
は
、
世
帯
ご

と
の
平
等
割
額
も
半
額
に
な
り

ま
す
。

２

災
害
や
、
６５
歳
以
上
の
人
で

事
業
の
廃
止
に
よ
る
離
職
な
ど

特
別
な
理
由
で
国
保
税
の
納
付

が
困
難
に
な
っ
た
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
国
保
税
の
減
額
や
免

除
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

滞
納
す
る
と

１

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
２０
日

以
内
に
督
促
を
行
い
ま
す
。

２

そ
れ
で
も
納
付
が
な
い
場
合

は
、
通
常
の
保
険
証
の
代
わ
り

に
有
効
期
限
の
短
い
短
期
被
保

険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

３

納
期
限
か
ら
１
年
過
ぎ
る
と

保
険
証
を
返
還
し
て
も
ら
い
、

代
わ
り
に
被
保
険
者
資
格
証
明

書
を
交
付
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、

医
療
機
関
で
受
診
す
る
と
き
は
、

医
療
費
を
い
っ
た
ん
全
額
自
己

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

４

納
期
限
か
ら
１
年
半
を
過
ぎ

る
と
、
国
保
の
給
付
の
全
部
、

ま
た
は
一
部
が
差
し
止
め
に
な

り
ま
す
。

ま
ず
は
納
付
相
談
を

誰
で
も
や
む
を
得
な
い
事
情
は

生
じ
ま
す
。
滞
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、

早
め
に
税
制
収
納
課
で
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

高
齢
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

（
手
続
き
は
不
要
）

現
在
交
付
し
て
い
る
、
高
齢
受

給
者
証
の
有
効
期
限
は
今
月
末
で

す
。
該
当
す
る
人
に
は
、
今
月
下

旬
に
新
し
い
受
給
者
証
を
送
付
し

ま
す
。

対
象

７０
歳
〜
７４
歳
の
国
保
加
入
者

有
効
期
間

８
月
１
日
〜
来
年
７

月
３１
日
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